
⑤
仮換地

東海太田川駅周辺土地区画整理事業９７街区２－２画地、３画地、４画地

宅地　５８２．５４㎡　（仮換地地積）

立地適正化計画区域 都市拠点機能誘導区域内、居住誘導区域内

　 土地区画整理区域内

上水道 引込管有り

下水道 取付管有り（分流式） 東側道路の境界から１ｍ付近

ガス 引込管無し（都市ガス）

電気 接面道路配線有り

鉄道 名古屋鉄道常滑線「太田川駅」南東約０.７㎞　徒歩約１０分

バス 知多バス「太田川駅前」又はらんらんバス「蟹田」

　　当該場所は、知多都市計画事業東海太田川駅周辺土地区画整理事業区域内の仮換地のため、次の事項に

　ついて注意して下さい。　

　 　令和６年（2024年）２月中旬ごろに換地処分の公告が予定されており、公告の日の翌日から

　　区画整理登記が完了するまでの期間（令和６年（2024年）５月頃まで）は登記事務が停止とな

　　ります。

　 　換地処分の公告の日の翌日から所在地番が新しい町名・地番に変更されます。

　 　従前地は下記のとおりです。

　　　東海市大田町川島116-6  　　　　 田  　　189㎡　 （登記）

　　　東海市大田町川南新田150-2　　　 畑  　   69㎡　 （登記）

　　　東海市大田町東畑154　     　　  畑    　261㎡　 （登記）

　　　東海市大田町的場119-2　 　 　   畑    　 72㎡　 （登記）

　　　東海市大田町汐田26-13　 　　　  畑  　　145㎡　 （登記）

　 　売買契約は、仮換地地積で締結します。

　 　各区画の仮換地地積

　　　・97街区2-2（165.19㎡）、97街区3（299.96㎡）、97街区4（117.39㎡）

　 　事業終了時の換地処分の際には、面積の増減が発生する場合があります。

　 　土地区画整理事業施行者から土地区画整理法に基づく清算金等の請求又は交付を受ける場合は、購

　　入者が清算する義務を負います。

　 　土地区画整理事業施行者が事業施行の支障となるおそれがあると判断する建築、構造物については、
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物件番号 物　件　調　書

所在地

地目・地積

最低売却価格 ９２，０４１，３２０円

高度地区・高さ制限 無し 宅地造成工事規制区域 無し

接面道路状況 東側幅員６ｍ（市道前田６号線）の舗装公道に約24.7ｍ接面

無し

埋蔵文化財包蔵地 近接

第一種住居地域

建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％

供
給
施
設

交
通

砂防区域 無し

制限事項    建築基準法22条区域

その他

法
令
に
基
づ
く
制
限

都市計画区域 市街化区域 用途地域

防火地域 指定無し 地区計画区域



　　制限を受ける場合があります。(土地区画整理法７６条）

　 　画地の境界には、境界標(コンクリート杭、鋲、プレート等)が設置してあります。

　 　従前地に農地がある場合は、農地転用の手続きが必要になります。（農地法第５条）

　 　周知の埋蔵文化財包蔵地（畑間遺跡）に近接しているため、工事着手前に東海市教育委員会社会教育

　　課と協議してください。



※本調書は、概要調書のため、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。

現地写真
（R５.６月撮影）

案内図

汐田

詳細図

2-2

撮影方向

582.54㎡

3

4


